
亀山市告示第５１号 

亀山市民間保育所等副食費補助金交付要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

令和７年３月３１日 

亀山市長 櫻 井 義 之 

 

亀山市民間保育所等副食費補助金交付要綱の一部を改正する告示 

 

亀山市民間保育所等副食費補助金交付要綱（令和５年亀山市告示第１２５号）の一部を

次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正部分」という。）及

び同表の改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正後部分」という。）に

ついては、次のとおりとする。 

（１）改正部分及びこれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該

改正後部分に改める。 

（２）改正後部分に対応する改正部分が存在しないときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（目的） 

第１条 この告示は、エネルギー・食料

品価格等の物価高騰が続く中、保護者

の経済的負担を軽減するため、副食費

を減額し、又は免除する民間保育所等

に対し、当該副食費を減額し、又は免 

除した額の一部を補助することにより、 

保護者負担の軽減を図るとともに、児

童に栄養バランスの取れた安全で安心

な給食を安定的に提供することに寄与

し、もって児童の福祉の向上を図るこ

とを目的とする。 

（目的） 

第１条 この告示は、物価高騰が続く中、 

献立内容を維持することが困難な状況

にある民間保育所等に対し、副食費を

補助することで、児童に栄養バランス

の取れた安全で安心な給食を安定的に

提供し、もって児童の福祉の向上を図

ることを目的とする。 

（補助金の額） （補助金の額） 



第５条 補助金の額は、令和７年４月か

ら令和８年３月までのそれぞれの月の

初日における補助金の交付申請に係る

民間保育所等の入所児童（副食費が免

除されている児童を除く。）の数の合

計に、３００円と１月当たりの副食費

を減額し、又は免除した額とを比較し

ていずれか少ない額を乗じて得た額と

する。 

第５条 補助金の額は、令和６年４月か

ら令和７年３月までのそれぞれの月の

初日における補助金の交付申請に係る

民間保育所等の入所児童（副食費が免

除されている児童を除く。）の数の合

計に２００円を乗じて得た額とする。 

 （補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする

者は、令和８年３月３１日までに、亀

山市補助金等交付規則（平成１７年亀

山市規則第３２号）第３条に規定する

補助金等交付申請書に入所児童数調書

（別記様式）及びその他市長が必要と

認める資料を添付して、市長に提出し

なければならない。 

 （補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付申請をしようとす

る者は、令和７年３月３１日までに、

亀山市補助金等交付規則（平成１７年

亀山市規則第３２号）第３条に規定す

る補助金等交付申請書に入所児童数調

書（別記様式）を添付し、市長に提出

しなければならない。 

   附 則 

（失効） 

２ この告示は、令和８年３月３１日限

り、その効力を失う。 

附 則 

（失効） 

２ この告示は令和７年３月３１日限り、 

その効力を失う。 

別記様式を次のように改める。 

 

 

 



別記様式（第６条関係） 

 

 

入所児童数調書 

 

 

                  施設名                   

          

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計 

減免額 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 

 

入所児童数（（ ）内は、うち副食費免除児童数）                               （人） 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計 

満３歳児  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ） 

３歳児  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ） 

４歳児  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ） 

５歳児  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ） 

計  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ）  （ ） 

注１ 令和７年４月から令和８年３月までのそれぞれの月の初日の児童数を記入すること。 

注２ 保育所等の規程、副食費に係る経費計算表その他の本来徴収するべき副食費と保護者から実際に徴収する副食費と

の差額が分かる書類を添付すること。 

    

 



附 則 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

 


